
水道課からのお知らせ

○ビルなどの貯水槽水道の管理の充実について

平成14年4月1日から施行された「改正水道法」により、貯水槽水道については、管理の不徹底に起因した衛

生上の問題の発生や水質面での不安を感じる利用者が多いことから、水の供給者である水道事業者が、供給

規程（条例）に基づき貯水槽水道の設置者に清掃や検査などの適正な管理の履行を求めることが可能になり、

その管理の徹底が図られます。

☆貯水槽（貯水槽水道）とは・
ビルやマンションなどの高い建築物では、水道管から供給された水をいったん受水層にため、これをポン

プで屋上などにある高架水槽にくみ上げてから、各家庭に給水します。この受水層と高架水槽を合わせた施

設を一般的に貯水槽と言います。
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水抜管

☆正しい管理の仕方とは・
日頃の管理を怠ると大変な事故につながることもあります。正しい管理の仕方を身につけて安全な水を守

りましょう。

1．1年に最低1回以上、専門の清掃業者に清掃を行ってもらいましょう。

2．貯水槽にヒビ割れや、水槽内に異物の混入がないか定期的に確認しましょう。

3．各家庭の蛇口から出る水の臭気・透明などの点検を定期的に行いましょう。

4．1年以内ごとに、定期的に、厚生労働大臣の指定する検査機関にて検査を行いましょう。

いつでも安心な水を飲むために、お住まいの貯水槽がどのようになっているかを点検してみることをお勧

めします。

※この水道法の改正に伴い12月議会に条例改正議案の提出を予定しています。
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